
香取市空家対策事務手続きフロー

法に基づく対応、命令、措置

（空き地）

適宜行う

通知が困難な時

特定空家等

状況に応じて再度行う

助言・指導に従わず

命令に係る事前の通知書

意見聴取の請求あり（法１４条５項）
予告通知（公布を受けた日）から５日以内 　意見聴取請求なし

香取市特定空家検討委員会が聴取
処分適正
改善の意思無し

改善 せず

代執行令書
固定資産税連絡

⇒減免再開（翌年１月１日から）

処理済（経過観察含む）

所有者等不明

【標識設置による公示】
（法１４条１１項、１２項、施行規則）

命令違反

戒告
（法第１４条９項、行政代執行法第３条１項）

改　善

再戒告

略式代執行
（法１４条１０項）

行政代執行法による行政代執行
（法第１４条９項、行政代執行法第３条２項）

過料
（法１６条１項）

聴取開催通知・公告（法１４条７項）
開催の３日前まで

改　善
公開による意見聴取（法１４条６項）

香取市空家等対策検討委員会

命令
（法１４条３項）事前の公告

（法１４条１０項）

改善完了
改　善

改　善

減免解除
翌年１月１日から

正当な理由なく勧告に従わず
改　善

予告通知（公布）
（法１４条２項）

改　善

緊急安全措置
条例第５条

緊急措置以外の部位

勧告
（法１４条２項）

改　善

固定資産税担当へ通知

通知不能
法１４条１０項

助言・指導
（法１４条１項）

改　善

香取市空家等対策検討委員会切迫した危害を及ぼすおそれ

特定空家等に該当するお知らせ
（手紙等による）

改　善

空家等 適正な管理のお願い
（通知文書）

特定空家等の現況についてのお知らせ
（手紙等による）

改　善
特定空家等

立入通知
法９条３項

現地立入調査
法９条２項

状況整理　⇒　判断
ガイドライン及び

香取市特定空家等判定基準

空家等としての対応
適切な管理、活用促進
法１２条、１３条

空家等
立入拒否

過料
法１６条２項

通報・情報提供等 凡例

環境安全課
美化条例関連 調査（外観調査、聴き取り、住民票等）（法９条１項）

固定資産税、他機関への情報請求（法１０条１項、３項）

切迫した危害を及ぼすおそれ

データベースへ記載
法１１条


